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                    〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 

 

意 見 書 

 

〇〇〇〇氏（昭和〇〇年〇〇月〇〇日生）の件について，下記意見のとおり見

解を述べます。 

 

 

医学博士  

 

日本整形外科学会専門医 

日本リウマチ学会専門医 

日本リハビリテーション医学会認定臨床医 

出身大学 〇〇大学医学部 

現職 〇〇病院 整形外科医長 

 

 

 

＜診療経過＞ 

〇〇氏は〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に受傷し、〇〇月〇〇日に〇〇クリニック

を初診している。初診時に頚部痛・腰痛・右肩痛を訴えられており、鎮痛剤を

処方された。以後、〇〇クリニックに通院していたが、頚部から右上腕の疼痛

が続くため、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に頚椎 MRI 検査を施行した。その後も

症状は軽快せず、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に症状固定となった。 

 

 

＜検討事項＞ 

現在、頚椎捻挫という病名は正式病名ではほとんど使用されなくなり、日本

整形外科学会でも外傷性頚部症候群（whiplash-associated disorders； 以下

WAD と略す)と記載されている。 

2016 年 3 月 4 日に施行された頚椎 MRI 検査では、C4/5 から C6/7 まで
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の 3 椎間で、明らかな頚髄および頚髄神経根の圧迫所見を認める（画像資料１）。

C4/5 および C5/6 での神経根の圧迫所見（画像資料２・３）は、デルマトーム

（脊髄神経の皮膚知覚帯）からみても右上腕痛の原因と考える（資料４）。また、

古くは頚椎前方要素の軟部組織損傷が、WAD の疼痛の原因と考えられていたが、

生体力学的解析が進んだ最近では、第５—６頚椎（C5—6）付近の椎間損傷や下

位頚椎の椎間関節包が病因である可能性が指摘されている１）p969。2016 年 3 月 

4 日に施行された頚椎 MRI 検査においても、C5/6 の椎間板ヘルニアを認めて

おり、〇〇氏の頚部痛の原因と考える（画像資料３）。 

自動車損害倍賞責任保険後遺障害診断書では、右手指の１０分の７の知覚低

下と記載されている。デルマトームからみても C6/7 での神経根の圧迫所見は、

右手指の知覚低下の原因と考える（画像資料５）。 

受傷前の画像がない以上、元々どの程度の脊柱管狭窄があったかは不明であ

るが、事故による外傷がきっかけとなって事故前になかった神経症状が出現し

たことは経過から見て明らかである。無症候性の脊柱管狭窄も存在し、〇〇氏

も事故にあってなければ無症候のままであった可能性が高いと考える。 

次に頚椎の可動域が前屈５０度、後屈５０度、右屈３０度、左屈５０度、右

回旋３０度、左回旋４５度と記載されている。右回旋可動域３０度は、参考可

動域角度６０度の２分の１以下に制限されている。右側屈可動域３０度は、参

考可動域角度５０度の５分の３に制限されている。以上から症状の残存してい

る右側を中心に、脊柱（頚部）の運動機能が制限されている。 

骨傷がないにもかかわらず、可動域制限が生じる原因としては、疼痛による

頚部周囲筋の筋防御反応、交感神経の働きによる筋肉のスパスムなどが推測さ

れる。報告によってばらつきあるが、WAD 患者の約３０％が受傷後１ヵ月で、

約５０％が受傷後３ヵ月で症状が完全に消失するが、残りの約５０％にはその

後も長期間何らかの症状が残存すると言われている２）p131。したがって本件では

受傷後６ヵ月での症状固定以降、症状が続いていくことは否定できない。 

以上のとおり，〇〇氏の頚部受傷後の頚部痛および右上肢しびれ等の神経症

状については、今後も残存するものと考えられ，これらは医学上他覚的に証明

されうるものであることから自賠法施工令別表第二第１２級１３号に該当する

ものと思慮する。 
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画像資料１ 

 

 

検査日 ： 2016 年 3月 4日 

医療機関： 〇〇病院 

検査部位： 頚椎 

検査方法： MRI 

 

 

 

 

所見： C4/5から C6/7までの 3椎間で、明らかな頚髄および頚髄神経根の圧

迫所見を認める。 
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画像資料２ 

 

 

検査日 ： 2016 年 3月 4日 

医療機関： 〇〇病院 

検査部位： 頚椎 

検査方法： MRI 

 

 

 

 

所見： C4/5で右 C5神経根を圧迫している 
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画像資料３ 

 

 

検査日 ： 2016 年 3月 4日 

医療機関： 〇〇病院 

検査部位： 頚椎 

検査方法： MRI 

 

 

 

所見： C5/6で右 C6神経根を圧迫している 
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資料４ 
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画像資料５ 

 

 

検査日 ： 2016 年 3月 4日 

医療機関： 〇〇病院 

検査部位： 頚椎 

検査方法： MRI 

 

 

 

所見： C6/7で右 C7神経根を圧迫している 

  



 10 

 

 

 

 

 

 

参考文献 

  



 11 

参考文献 

１）臨床整形外科 2007 No.10 

 

 



 12 

参考文献 

２） 整形災害外科 2009 No.2 

 

 


